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平成２８年度 建設産業担い手確保・育成事業

１ 事業目的 
  将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成･確保を図ること
を目的として，平成２６年６月に改正品確法等が公布されたところである。 

  ついては，改正品確法等の改正を踏まえ，地域経済・雇用を支える建設業が，「地
域の担い手」として持続的に役割を果たせるよう，建設業の魅力を発信するとともに，
担い手確保，技術力の向上に資する支援等を行い，若者が魅力を感じられる持続可能
な建設業の振興を図る。 

２ 事業概要 
(1) 担い手確保事業

新規の雇用者を対象に人件費及び研修費等を助成し，建設業における担い手確保
を図る。 

  【対象者】 
 県内の建設企業に新たに雇用された建設労働者(技術者・技能労働者) 

  【実施内容】 
① 新規雇用者の人件費の助成（１年間）:３０名程度
② 新人教育・研修等に係る研修費用等(OJT,OFF-JT)の助成

(2) 技術力向上等事業
建設技術者等を対象とした講習会などを行い，技術力の向上を図るとともに，建

設企業に対する処遇改善に係る研修会等を実施し，建設業における労働環境改善を
図ることにより，定着率の向上を図る。 

  【実施内容】 
① 技術者セミナー
② 新規入職者研修

若手技術者等の定着率及び技術力向上に向けた研修
経営者向け労働環境改善等セミナー 

⑤ 処遇改善のための専門家派遣 等

(3) 建設業魅力発信事業
建設業の魅力を発信するために，マスメディア等を活用した広報や教育機関での
出前講座等を行うとともに，合同就職説明会の開催等を行い，建設業への若年・
女性入職者の確保促進を図る。 

  【実施内容】 
① マスメディア等を活用した広報活動
② 地域での建設業ＰＲ活動

イメージアップイベント等の開催（若年・女性入職促進のＰＲ等）
親子現場見学会の開催(高校生等とその保護者を対象に実施)
出前講座の実施（小･中･高校等）(関係団体等との更なる連携等による取組内容の拡充)

⑥ 合同就職説明会 等

※ 事業は，（一社）鹿児島県建設業協会に委託して実施予定。
産学官による「県建設産業担い手確保・育成ネットワーク協議会」から助言等を

受けて，事業内容の詳細を検討予定。 

３ 事業費負担 
建設企業対象：（県１／２，雇用主１／２） 

  その他：（県１／１） 
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【担い手確保事業】 
・求人(ﾊﾛｰﾜｰｸ)

・人材育成計画
の作成・提出

・職場内教育・

訓練  (OJT)

・職場外研修・
講習 (OFF-JT)

【建設業魅力発信事業】 

委託 

契約 

求職者 

ハローワーク

建設業協会 建設業を営む者 

【企業】 

・処遇改善の助言

・雇用管理相談等

【技術力向上等事業】 

・建設業の

魅力向上

・新規就業

者の確保

【企業】 

・現場見学会等へ
の協力
・出前講座等への

参加・協力
・各種イベントへ
の参加･協力

・就職説明会への

参加・説明

事 業 の 実 施 

・技術力の

向上

・処遇改善

・定着率の

向上

未就職者等 

新規 

就業 

講師派遣等を依頼 

・職場外研修・

講習への参加

→ 資格等取得

資格手当等 
（賃金・一時金 

ｱｯﾌﾟ）

研修・講習 

再委託 

契約 

・事業の周知・広報

・事業者の選定
・建設業者及び
新規雇用者等
への助言
･無料職業紹介所の活用 

・マスメディア等を活用した広

報活動

・地域での建設業ＰＲ活動

イメージアップイベント

等の開催

親子現場見学会の開催

教育機関での出前講座

の実施（関係団体と地域振
興局等と一体なった全県的な

実施）

・合同就職説明会
 等 

･技術者セミナー 

・新規入職者研修

若手技術者等の定着

   率及び技術力向上に 

   向けた研修 

･経営者向け労働環境 

   改善等セミナー開催 

･資格取得講習会 

・処遇改善のためのｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰ派遣

担い手確保 

目標・成果等 

支  援 

産・学・官 

関係団体 

・建設工事

専門団体

建設産業担い手確保・育成 

ネットワーク協議会

(H27.11.25発足) 
参加 

助言・協力・連携 

求職者・ 

就労者 

相互連携協力による
各団体個別取組 

訓練機関等 

施策の提言 訓練体系の構築 

・指導者の養成

鹿

児

島

県

平成２８年度 建設産業担い手確保・育成事業 

事業実施フロー 【概要】 

事業へ 

の支援 

・協力

地

域

振

興

局

等
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別紙 １ 

平成 28年度 建設産業担い手確保・育成事業（担い手確保事業）募集要項 

（一般社団法人）鹿児島県建設業協会 

１ 事業内容 

(1) 目的

将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成･確保を図ることを目的とし

て、平成２６年６月に改正品確法等が公布されたところである。 

  ついては、地域経済・雇用を支える建設業が、「地域の担い手」として持続的に役割を果たせる

よう、建設業の魅力を発信するとともに、担い手確保、技術力の向上に資する支援等を行い、若

者が魅力を感じられる持続可能な建設業の振興に取り組む。 

(2) 実施方法

一般社団法人鹿児島県建設業協会（以下「協会」という。）が、業務委託した企業等（以下「受

託企業等」という。）との契約により実施する。 

(3) 事業実施期間

平成２９年３月３１日までとする。

(4) 雇用期間等

雇用期間は、協会から受託企業等の決定を受けた日から平成２９年３月末日までとする。

なお、事業の対象となる人件費等については、平成２９年２月末日までの雇用実績に伴う経費

額の確定した分を対象とする。 

(5) 未就職者等（以下「新規雇用者」という。）の雇用

① 求人に当たっては、広く就職の機会を提供するため、必ず公共職業安定所等を通じて募集・

採用を行うものとし、求人申込を行う際は、建設産業担い手確保・育成事業である旨を窓口に

申し出るものとする。

② 新規雇用する際は、次に掲げる書類により、本人が失業者または求職者であることの確認を

行うものとする。

ア 雇用保険受給資格者証

イ 廃業届（税務署の受付印があるもの）

ウ 公共職業安定所の紹介状及び求職受付票

エ 履歴書、職務経歴書

オ その他、失業者または求職者であることを証明できるもの

③ 新規雇用者の住所が、鹿児島県内であることを履歴書その他により確認するものとする。

④ 県内の事業所において、建設労働者等（技能者、技術者）を志す者を期間雇用（10か月以内）

とするとともに、新規雇用者の計画的な人材育成を行うことにより、事業終了後も正規雇用と

して継続雇用するよう努めるものとする。

⑤ 新規雇用者に対して、職場での実務経験を積むＯＪＴや職場外で講義等の研修を受講する

ＯＦＦ－ＪＴの組み合わせにより人材育成を行う。

⑥ 新規雇用者の勤務日数は月２０日程度、１日８時間勤務とし、フルタイム勤務（研修を含む。）

の常用雇用とする。

⑦ 委託事業の実施に当たっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令

等を遵守することとする。

２ 募集要件 

  応募できる企業等（以下「受託希望企業等」という。）の要件は、以下のとおりとする。 
(1) 鹿児島県内に本店を有し、建設業及び関連する事業(日本標準産業分類の大分類 D—建設業、及

び大分類 L—学術研究、専門・技術サービ業のうち土木建築サービス業[742]に分類されるもの)を
営む者であること
但し、技術者、技能者(事務職及び営業職を除く)を新規雇用する者であること

(2) 社会保険、労働保険に加入している事業所であること（適用除外事業所を除く。）

(3) 県税を滞納していないこと

(4) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４第１項及び第２項各号に規定する者

に該当しないこと

(5) 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと若しくは経営状態が

著しく不健全である者でないこと
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別紙 １ 

(6)「鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱」第３条に規定する暴力団排除措置の

対象となる法人等でないこと

(7) 委託業務の実施に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経

営基盤を有していること

３ 委託料 

(1) 上限額

新規雇用者１人当たりの対象人件費は、３，４０８千円（消費税及び地方消費税を除く）以内

とする。(社会保険料等の事業主負担分を含む) 

委託料のうち、新規雇用者の人件費割合は、委託料の２分の１以上とする。 

(2) 対象となる経費

① 新規雇用者の人件費

ア 賃金及び対象手当（自社の給与規定によること）

新規雇用者１人当たりの対象人件費は、当該年度における鹿児島県が定めた事業実施年度

における公共工事設計労務単価に係る軽作業員の日額単価（１３，４００円）に１月当たり

の勤務日数を乗じて得られた金額の範囲内（消費税及び地方消費税を除く）とする。 

  ただし、人件費相当額が基準で定める額を超える額については、受託企業等の負担とす 

る。 

 また、自社の給与規定等により、既存の労務者よりも高い賃金になる場合は、既存の労務

者等の賃金と同等程度を上限とする。 

イ 通勤手当等の諸手当（通勤手当、出勤（精勤、皆勤）手当）

新規雇用者の雇用による人材育成のために直接関係する手当とする。

自社の給与規定に定められているものに限る。

ウ 社会保険料（保険料、労働保険料等に係る事業主負担分を含む。）

受託企業等は、雇用した新規雇用者について、社会保険の加入を行うこと。

エ 賞与等、企業等の社内規定において労働者への支給が義務づけられているもの。

② 人材育成計画に基づく研修等の経費

ア 研修機関でのＯＦＦ－ＪＴの場合（本人負担相当分）

研修機関の入学料（入学金、登録料）、授業料（講座受講料、実習費、補講費）、教科書

代や教材費、研修機関に通うための交通費、通信制講座の受講に必要な通信費、受講に係る

宿泊費（泊まり込みの研修）、研修機関より貸与されるパソコン等の器材のレンタル費等。 

ただし、受験料や免許登録に係る費用は対象外とする。 

 なお、公益社団法人鹿児島県労働基準協会等が実施する研修費用のうち、他の法律等によ

り、給付等を受けられる場合は、関連法律等を優先することとし、助成対象外とする。 

イ 受託企業等が自ら行うＯＦＦ－ＪＴの場合

外部講師の派遣にかかる謝金及び旅費、教科書代や教材費、研修に必要な資材に係る

費用等（教材費等については、鹿児島県が定める消耗品の範囲内とする） 

ただし、謝金の算出においては、県の謝金規定によること 

ウ 受託企業等によるＯＪＴの場合

既存の従業員（役員及び個人事業主を除く。）が指導に当たる間の当該従業員への手当

新規雇用者がＯＪＴで使用する資材に係る費用、ユニフォーム代等

(3) 新規雇用者が中途離職した場合の取扱い

新規雇用者が中途離職した場合は、離職の日までに実際に支弁した費用及び支弁を要すること

が定められた費用（当日までの賃金など）を対象経費とし、残余の額がある場合は、協会に返還

するものとする。 

(4) 各実施事業に係る助成率

受託企業等が実施する経費への助成率は、対象経費の１／２以内とする。

４ 応募手続 

(1) 応募期間

平成２８年５月２日（月）～ 平成２８年５月２０日（金）（当日必着）

なお、所定の応募期間以降において、予定額に満たない場合は、追加募集を行う場合がある。
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別紙 １ 

 

 (2)  応募方法 

      次の応募書類を協会へ郵送又は持参する。 

   ※ ファックスや電子メールでの応募は受け付けない。 

 

 (3)  応募書類 

  ① 応募申請書（様式第１号） １部 

  ② 事業計画書（様式第２号） １部 

  《添付資料》 

   ア 納税証明書（県税の滞納の有無が分かるもの：県税の未納のない証明） 

   イ 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に係る誓約書 

     ※鹿児島県建設工事入札参加資格者名簿及び鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入

札参加資格者名簿に掲載されている受託希望企業については、上記ア、イの提出は不要とす

る。 

   ウ 決算報告書（直近）のうち貸借対照表及び損益計算書の写し １部 

   エ 研修機関でのＯＦＦ－ＪＴを実施する場合は、研修機関等のパンフレット等 １部 

  ③ その他協会が求める必要書類 

       ア 給与規程若しくは現在雇用している者で、直近に雇用した若年者の給与支給台帳等    

（給与月額及び採用日付の記録が確認できる書類を含む） 

 

 (4)  応募先 

   一般社団法人 鹿児島県建設業協会  人材育成対策室 

   〒890－8512 

   鹿児島県鹿児島市鴨池新町６番 10号  鹿児島県建設センター ５階 

    電 話：099－230－0081 

    ＦＡＸ：099－230－0082 

    （参考）ホームページ：http://www.kakenkyo.com 

 

５ 委託事業の手続 

 (1)  受託希望企業等は、協会に応募申請書（様式第１号）及び事業計画書（様式第２号）その他必

要な書類を提出するものとする。 

 (2)  受託希望企業等が事業計画書を作成する場合は、協会の助言を受けるものとする。 

 (3) 協会は、応募申請書等の内容を審査し別途定める「選定基準」により受託企業等を選考し、受

託企業等を決定し、その結果を通知するものとする。 

 (4)  採択通知を受けた受託企業等は、協会に見積書（様式第３号）、見積内訳書（様式第３号 2）

及びその他必要書類を提出するものとする。 

 (5)  協会は、見積書の内容を審査の上適当と認めたときは、委託契約の相手方決定通知を行うとと

もに、委託の契約を行うものとする。 

      契約にあたり、受託企業等は、課税（免税）事業者届出書（様式４号）を提出するものとする。 

   受託企業等は、協会との委託契約締結後に県内の公共職業安定所等に求人申込を行い、紹介を

受けた新規雇用者を選定する。 

   複数の求職の申し出があった場合は、若年者（４０歳未満）等を優先的に雇用するものとする。 

 (6)  受託企業等は、公共職業安定所等への求人申込により就業希望者がない場合は、協会に毎月報

告するとともに、継続して公共職業安定所等に求人申込を行うものとする。 

   また、新規雇用者を選定して雇用を開始した後、事業の終了期間までに離職した場合も協会に

速やかに報告(離職報告書 様式第１７号)するとともに、新たな求人申込を公共職業安定所等に行

うものとする。 

 (7) 経理の区分について 

   受託企業等は、この業務に係る経理を明確に区分するため、賃金等の支払をする前までに、    

専用口座を開設し、協会に対して、預金口座登録申出書（様式第５号）により報告すること 

 

６ 事業者の選定方法 
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別紙 １ 

  受託希望企業等から送付された事業計画書（様式第２号）について内容を審査し、別途定める「選

定基準」により、予算の執行状況を勘案し内部検討委員会で選定する。 

  なお、審査結果等の個別の状況等については、公表できない。 

 

７  業務の進捗状況等の報告 

業務の進捗状況等の報告は、次のとおりとする。 

 (1)  新規雇用報告書の提出 

   新規雇用者については、協会が指定する日までに新規雇用報告書（様式第６号）及び人材育成

計画書（様式第７号）及び雇用台帳（様式第１２号）を作成し、直ちに協会へ提出すること。 

   受託企業等は、雇用した者の希望する研修等について、効果的な人材育成計画を立てるものと

する。 

   また、追加した新規雇用者があれば、その度に追加分の新規雇用報告書及び人材育成計画書を

作成し、速やかに協会へ提出すること。 

(2) 新規雇用者の雇用限度 

新規雇用者への助成金は予算の範囲内となるため、受託企業等との再委託契約については概算

契約とする。 

 (3) その他 

   受託企業等は、進捗状況について協会がその報告を求める場合には、随時報告するものとする。 

 

８ 委託事業費の実績報告 

 (1)  実績の報告 

  ① 人材育成報告書の作成・提出 

    雇用した新規雇用者については、人材育成報告書（様式第８号）を作成し、期間満了・退職・

解雇等で雇用期間が終了した場合は、速やかに協会に提出すること 

  ② 委託業務終了届の提出 

    本委託業務の終了後、委託業務終了届（様式第９号）と併せて実績報告書（様式第１０   

号）を作成し、平成２９年３月４日までに協会へ提出すること 

  ③ 新規雇用失業者に関する資料の提出 

    出勤及び給与支給を確認できる書類の写しを、上記８(1)②の委託業務終了届と併せて      

協会に提出すること 

  ④ 収支報告書の提出 

    上記「３委託料」に該当する経費について、収支報告書（様式第１１号）を作成し、上記８

(1)②の委託業務終了届と併せて協会に提出すること 

  ⑤ 検査 

    委託業務の完了を確認する検査時に、次の資料を確認する。 

   ア 当該事業により実施した研修のテキスト等 

   イ 委託料に関する資料（領収書、帳簿等） 

   ウ その他委託業務の実施に係る資料 

  ⑥ 委託料の支払い 

    協会は、委託業務の完了検査後に受託企業等から請求書（様式第１３号）による適正な請求

を受けた場合は、委託契約に基づき受託企業等に委託料を支払うものとする。 

    また、協会が必要と認める時は、受託企業等は概算払いによる請求をすることができる。 

    協会は、受託企業等から概算払請求書（様式第１４号）により、請求がなされたときは、   

内容を審査のうえ、予算の範囲内で必要な額を支払うものとする。 

 

 ９ 契約の解除等  

  受託企業等が次の各号の一に該当する場合には契約を解除し、委託料を支払わず、若しくは支払

った委託料の一部又は全部を返還させることができるものとする。 

 (1)  正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行が不完全なとき 

 (2)  契約の締結又は履行について不正な行為があったとき 

 (3)  契約の履行に当たり協会の指導に従わないとき又はその職務の遂行を妨げたとき 

 (4)  平成２８年度中の協会が指定する日までに、新規雇用者の雇用が生じなかったとき 
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 (5)  新規雇用者又は既雇用者が暴力団員等と認められるとき(受託企業等の役員等を含む) 

 (6)  故意又は重大な過失により委託者に損害を与えたとき 

 (7)  労働基準法等及び関係法令等に違反する事象が認められるとき 

 (8)  協会の指導・指示に従わないとき 

 (9)  その他、この募集要項及び鹿児島県が定める要領等に定める事項に違反したとき 

 

10  特記事項 

 (1)  秘密の保持等 

   受託企業等は、業務の処理上、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

(2)  個人情報の保護受託企業等は、業務の処理上知り得た秘密が個人情報であるときは、別添「個

人情報取扱特記事項」に従い、その取扱を適正に行わなければならない。 

 (3)  権利義務の譲渡等の禁止 

   協会は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 (4)  再委託の禁止 

   受託企業等は、業務の処理を他に委託してはならない。 

 (5)  損害のために必要を生じた経費の負担 

   業務の処理に関し発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を

生じた経費は、受託企業等が負担する。 

 (6)  本業務の経理の別について 

   この業務に係る経費を明らかにするために、経理事務は他の業務と明確に区分して、業務専用

の通帳により経理を管理すること。 

      また、新規雇用失業者に対する賃金の支払及び事業の支出に関する経費の支払いについては、

必ず当該通帳からの口座振替払とすること。 

 (7)  関係書類等の整備 

   この業務に係る会計帳簿及び証拠書類を整備するものとし、本委託業務が終了した日の属する

会計年度の終了後５年間、これを保存しておかなければならない。 

(8)  裁判管轄について 

   この業務から生ずる一切の法律上の訴訟については、委託者の所在地を管轄する裁判所をもっ

て管轄裁判所とする。 

 

11  その他 

    この事業の実施に当たっては、この募集要項に定めるもののほか、建設産業担い手確保・育成実

施要領、建設産業担い手確保・育成事業事務処理指針、建設産業担い手確保・育成業委託務契約書

仕様書等及び関係法令等によるものとする。 
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別紙 １－１ 

平成２８年度 建設産業担い手確保・育成事業（担い手確保事業）仕様書 

                         一般社団法人 鹿児島県建設業協会 

 

１ 趣旨 

    建設業においては、建設労働者の高齢化・若年入職者の減少により、将来的な建設産業の存

続が危惧されていること（特に、熟練工から若手技能労働者への技能承継が進んでいないこと

等）から、未就職者等の雇用の拡大を図り、建設労働者の入職及び定着率の拡大を図る。 

  また、未就職者等を新たに雇用（平成２９年３月までの期間雇用とする。）するとともに、そ

の雇用した者（以下「新規雇用者」という。の計画的な人材育成を行うことにより、事業終了

後も正規雇用として継続雇用を目指すものである。 

 

２ 委託事業に係る対象経費等 

(1) 新規雇用者の人件費 

   ① 社内規定で定められている、賃金、出勤（精勤、皆勤）手当、通勤手当、賞与等を対象

経費とし、人材育成に直接関係しない残業手当、家族手当、住居手当等については、受託

企業の負担とする。 

なお、社会保険料等の法定福利費の事業主負担分については、対象経費とする。 

また、賃金相当額が基準で定める額を超える額についても、受託企業等の負担とする。 

 (2) 人材育成計画に基づく研修等の経費 

① ＯＪＴにおける有資格従業員からの作業現場での直接指導経費については当該事業で

の対象経費とせず、作業現場を離れての有資格従業員からの指導について、別途定める指

導時間の区分に従い、別に定額で支給される範囲において対象経費とする。 

② 企業において自ら実施するＯＦＦ－ＪＴについては、年間２回を対象の限度とし１回

の実施経費のうち１００，０００円(税別)以内を対象経費とする。 

また、教材費については１品２０，０００円(税別)以内、講師謝金については、県の謝金

規定による額の範囲内とする。 

なお、公益社団法人鹿児島県労働基準協会等が実施する研修費用のうち、他の法律等に

より、給付等を受けられる場合は、関連法律等を優先することとし、助成対象外とする。 

③ 新規雇用者がＯＪＴで使用する教材に係る費用、ユニフォーム代等については、雇用者

一人当たり２００，０００円(税別)、１品２０，０００円(税別)までを対象経費とする。 

 (3) 各実施事業に係る助成率 

   受託企業等が実施する経費への助成率は、対象経費の１／２以内とする。 

 (4) 新規雇用者への助成金は予算の範囲内とし、受託企業等との再委託契約については概算契

約とするため、新規雇用報告書の受付状況により当該事業の対象者とならない場合もある。     

 

３ 委託事業の報告等 

(1) 採択の通知を受けた際の報告 

    採択通知を受けた企業においては、見積書（様式第３号）、見積内訳書（様式第３号 2）、

課税（免税）事業者届出書（様式第４号）を委託者（以下、協会という）に提出すること。 
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(2)  業務の進捗状況等の報告 

    受託企業等は、失業者を新たに雇用したときは、効果的な人材育成計画を立て、預金口座

登録申出書（様式第５号）、新規雇用報告書（様式第６号）、人材育成計画書（様式第７号）、

雇用台帳（様式第１２号）を作成し、次の書類を添付して協会に速やかに提出すること。 

・ 公共職業安定所への求人申込書並びに紹介状及び求職受付票 

   ・ 履歴書、職務経歴書、雇用契約書の写し及び身分証明書 

   ・ 研修の概要が確認できる書類 

  (3)  月例報告 

   新規雇用者は、雇用期間中勤務記録日誌を記録し、受託企業は勤務記録日誌、出勤簿の写

し、人材育成報告書（様式第８号）及び建経費集計表（様式第１１号別紙）を翌月５日まで

に協会へ報告すること。 

  (4)  実績の報告 

  ① 受託企業等は、雇用した新規雇用者について、雇用期間が満了・退職・解雇等で終了し

た場合、人材育成報告書（様式第８号）、離職報告書（様式第 17号）を作成し、その他必

要書類を添えて協会に提出すること。 

  ② 受託企業等は、本委託業務が終了した際には、委託業務終了届（様式第９号）、求人状況

に係る報告書（様式第９号 2）、実績報告書（様式第１０号）、収支報告書（様式第１１号）

及び経費集計表（様式第１１号別紙）と併せて出勤及び給与支給を確認できる書類の写し

を添付して、平成２９年３月４日までに協会へ提出すること。 

また、協会においては、受託企業等から提出された実績報告書等を審査のうえ、その報告

内容及びその他関係書類と併せて、平成２９年３月３１日までに県へ提出するものとする。 

 

(5) 検査 

  ① 委託期間中及び委託業務完了時の検査を実施する際には、次の資料等を確認する。 

・ 公共職業安定所への求人関係資料 

・ 本人確認資料（免許証若しくは住民票） 

・ 採用関係資料 

・ 勤務実績資料（出勤簿又はタイムカード及び勤務記録日誌等） 

・ 給与関係資料（給与台帳、給与明細書等） 

・ 社会保険加入状況資料（事業主負担分含む） 

・ 当該事業により実施した研修資料（テキスト、講習修了証等） 

・ 委託料の支出に関する資料（通帳、請求書、領収証、帳簿等） 

・ 専任の指導者に対して支出した経費等（個人事業主及び役員等を除く） 

   ・ その他委託業務の実施に係る資料 

(6) 委託料の概算払 

協会が必要と認めるときは、概算払いによる支払を行うことができる。 

    協会は、受託企業等から概算払請求書（様式第１４号）により請求がなされたときは、内

容を審査のうえ、予算の範囲内で必要な額を支払うものとする。 

    尚、委託契約後第１・２回は委託契約額の４割以内、精算払を２割以内支払うものとする。 

(7）委託料の精算払い 
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受託企業等から委託業務終了届が提出された後、協会は完了検査を行い、検査に合格して

から受託企業等は協会に請求書（様式第１３号）を提出するものとする。 

４ その他 

  事業の実施にあたっては、この仕様書に定めるもののほか、建設産業担い手確保・育成事業

実施要領、建設産業担い手確保・育成事業事務処理指針、建設産業担い手確保・育成事業（担

い手確保事業）募集要項及び関係法令等の定めによることとする。 
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別紙２ 

平成２８年度 建設産業担い手確保・育成事業（技術力向上等事業）募集要項 

（一般社団法人）鹿児島県建設業協会 

１ 事業内容 

(1) 目 的

将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成･確保を図ることを目的とし

て、平成２６年６月に改正品確法等が公布されたところである。 

  ついては、地域経済・雇用を支える建設業が、「地域の担い手」として持続的に役割を果たせる

よう、建設業の魅力を発信するとともに、担い手確保、技術力の向上に資する支援等を行い、若

者が魅力を感じられる持続可能な建設業の振興に取り組む。 

２ 実施方法 

(1) 処遇改善に取り組む民間企業等は、アドバイザー派遣等の事業の実施にあたり、賃金の上昇、 

新入社員の定着率の向上又は正社員転換を行う人数等に係る定量的な目標や実施する対策等に

ついて「建設産業担い手確保・育成事業(技術力向上等事業)計画書」を策定し、これに基づき

賃金引上げ等の処遇改善を行い、若年者の入職及び定着率の拡大を図る。

(2) 支援希望企業等は、（一般社団法人）鹿児島県建設業協会(以下「協会」という)に応募申請書

及び技術力向上等事業計画書、その他必要書類を提出する。

(3) 協会は、その内容を審査のうえ支援企業等を決定し、その結果を通知するものとする。

３ 応募手続 

 協会のホームページ、リーフレット等により、事業の支援を希望する企業等（以下「支援希望

企業等」という。）を募集するものとする。 

(1) 応募期間

応募期間は、平成２８年５月２日(月)から平成２８年５月２０日(金)（当日必着）

なお、所定の応募期間以降において応募数が予定に達しない場合は、追加募集を行う場合があ

る。 

(2) 応募方法

支援希望企業等は、応募に必要な書類を実施団体へ郵送又は持参により提出する。

※ ファックスや電子メールでの応募は受け付けない。

(3) 応募書類

① 技術力向上等事業応募申請書(様式第１号-2)

② 技術力向上等事業計画書(様式第 15号)

《添付資料》

ア 納税証明書（県税の滞納の有無が分かるもの：県税の未納のない証明）

イ 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に係る誓約書

※鹿児島県建設工事入札参加資格者名簿及び鹿児島県測量・建設コンサルタント業務等入

札参加資格者名簿に掲載されている受託希望企業については、上記ア、イの提出は不要とす

る。 

③ その他協会が求める必要書類

 ４  応募先 

一般社団法人 鹿児島県建設業協会  人材育成対策室 

〒890－8512 

鹿児島県鹿児島市鴨池新町６番 10号  鹿児島県建設センター ５階 

電 話：099－230－0081 

ＦＡＸ：099－230－0082 

（参考）ホームページ：http://www.kakenkyo.or.jp/ 

５ 支援事業の実績報告 

  支援事業の終了した企業等は事業終了後、速やかに協会へ実績を報告するものとする。 
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(1) 報告書類

① 技術力向上等事業業務報告書(様式第１６号)

② 建設産業担い手確保・育成事業（技術力向上等事業）報告書(様式第１６号２)

③ その他協会が求める必要書類

６ 実施経費 

  処遇改善に係るアドバイザー（社会保険労務士等）派遣経費については協会において負担する。 

７  事業実施期間 

平成２９年３月３１日までとする。 

８  特記事項 

(1) 秘密の保持等

アドバイザー等は、業務の処理上、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(2) 個人情報の保護

アドバイザー等は、業務の処理上知り得た秘密が個人情報であるときは、別添「個人情報取扱

特記事項」に従い、その取扱を適正に行わなければならない。 

(3) 損害のために必要を生じた経費の負担

業務の処理に関し発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を

生じた経費は、協会等が負担する。 

(4) 関係書類等の整備

この業務に係る会計帳簿及び証拠書類を整備するものとし、本委託業務が終了した日の属する

会計年度の終了後５年間、これを保存しておかなければならない。 

９  その他 

    この事業の実施に当たっては、この募集要項に定めるもののほか、建設産業担い手確保・育成実

施要領、建設産業担い手確保・育成事業事務処理指針及び関係法令等によるものとする。 
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建設産業担い手確保・育成事業実施要領 

１ 趣旨 
    将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成･確保を図ることを目的と
して、平成２６年６月に改正品確法等が公布されたところである。 

  ついては、地域経済・雇用を支える建設業が、「地域の担い手」として持続的に役割を果た
せるよう、建設業の魅力を発信するとともに、担い手確保、技術力の向上に資する支援等を行
い、若者が魅力を感じられる持続可能な建設業の振興に取り組む。 

２ 実施方法 
  県から建設業に関連する団体等（以下「実施団体」という。）への委託により実施する。 
  なお、３(1)①の事業については、県が承諾した委託業務を適確に遂行するに足りる能力を 
有するものと認められる企業等（以下「受託企業等」という。）に対して実施団体から再委託 
を行うものとする。 

３ 事業内容 
    実施団体は、以下の事業を行う。 
(1) 担い手確保事業

新規の雇用者を対象に、必要な知識・技術を習得させるための新人研修・講習等を実施し、 
建設技術等の知識を習得し、建設労働者の担い手確保を図る。 

  【対象者】 
県内の建設企業等に新たに雇用された技術者・技能者 

  【実施内容】 
① 新規雇用者の人件費の助成（当該事業年度中に支払われる賃金等）
② 新人教育・研修等にかかる研修費用等(OJT、OFF-JT)の助成

(2) 技術力向上等事業
建設技術者・技能労働者等に対する研修会や多能工養成・新規入職者を対象とした講習会
等を行い、技術力の向上を図るとともに、建設業者に対する処遇改善に係る講習会等を行い、
賃金引き上げ等の処遇改善を図り、定着率の向上を図る。 

  【実施内容】 
① 技術者セミナー等の開催
② 多能工養成講習、新規入職者向け研修の実施
③ 処遇改善に係る講習会、アドバイザー派遣及び建設技術者等の定着率向上等に対する
取組の支援

(3) 建設業魅力発信事業
建設業の魅力を発信するために、マスメディア等を活用した広報や教育機関での出前講座
等を行うとともに、合同就職説明会の開催等を行い、建設業への若年・女性入職者の確保促
進を図る。 

  【実施内容】 
① マスメディア等を活用した広報活動
② 教育機関での出前講座、魅力発見交流会等の開催
③ 合同就職説明会等の開催

４ 事業の要件 
(1) 次のすべてを満たす事業とする。

① 以下の全ての事業を実施すること
ア 未就職者等を新たに雇用した上で、地域の企業等で就業するために必要な知識・技術
を習得させるための人材育成を行う事業（失業者の雇用を伴わずに実施するものを含
む｡)（以下「担い手確保事業」という。）

イ 非正規労働者の正社員化や販路拡大等の事業者の取り組みを支援することにより、在
職者の賃金引き上げ等の処遇改善を図る事業（以下「技術力向上等事業」という。）

ウ 建設業の魅力を発信するためにの広報活動を行い、建設業への若年・女性入職者の確
保促進を図る事業（以下「建設業魅力発信事業」という。）。

② 担い手確保事業（人材育成を行う事業を実施するものに限る。）に取り組む民間企業等
は、失業者に対し、職場での実務経験を積むＯＪＴや職場外で講義等の研修を受講する
ＯＦＦ－ＪＴなどの方法の組み合わせによる「人材育成・就業支援計画」を策定し、これ
に基づき人材育成及び就職支援を行うものであること

③ 技術力向上等事業において、処遇改善に取り組む民間企業等は、事業の実施にあたり、
賃金の上昇、新入社員の定着率の向上又は正社員転換を行う人数等に係る定量的な目標や
実施する対策等について「処遇改善計画」を策定し、これに基づき賃金引上げ等の処遇改
善を行うものであること
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④ 同一の支給事由により、国・県・市町村の各種助成金等の支給を受けている事業でない
こと

(2) 事業実施期間
契約日から当該事業実施年度の３月３１日まで

５ 受託企業等 
県内において建設業を営む者であって、委託業務の実施に関するノウハウを有し、かつ、  

当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有しているものとする。 
なお、その他必要な事項は別に定める。 

６ 委託事業に係る経費 
(1) 担い手確保事業の実施に必要な経費

３(1)①の実施に必要な経費のうち、新規雇用者１人当たりの人件費は鹿児島県が定めた
事業実施年度の４月１日現在における公共工事設計労務単価の軽作業員の日額（消費税及び  
地方消費税を別に含む。）に当該契約期間における勤務日数を乗じて得た金額以内とする。 
 また、委託事業における経費のうち、新規雇用者の人件費割合は、委託費の２分の１以上  
とする。 
① 新規雇用者の人件費
・ 賃金、社会保険料、賞与等、企業等の社内規定において労働者への支給が義務づけら
れているもの（毎月定額で支給されるものに限る。）

② 人材育成計画に基づく研修等の経費
・ 研修機関の入学料、授業料、教科書代や教材費、その他研修の受講に必要な経費
・ 外部講師謝金、旅費等の研修開催に必要な資材に係る費用等

③ 委託契約に係る運営管理費
・ 委託契約に係る事業を遂行する上で必要となる運営管理に係る経費

(2) 技術力向上等事業の実施に必要な経費
① 処遇改善に係るアドバイザー（社会保険労務士等）派遣経費
② 技能・技術講習会等の実施経費

(3) 建設業魅力発信事業の実施に必要な経費
① 職場見学会、合同企業就職説明会等の実施経費
② 広報費用等
③ 建設業への入職者の確保促進を図る取組に資する経費

７ 応募手続 
  実施団体のホームページ、リーフレット等により、３(1)①の事業の受託を希望する企業等 
（以下「受託希望企業等」という。）及び３(2)の事業による支援を希望する企業等（以下「支
援希望企業等」という。）を広く募集するものとする。 
(1) 応募期間

応募期間は、実施団体が別に定める。
(2) 応募方法

受託希望企業等及び支援希望企業等は、応募に必要な書類を実施団体へ郵送又は持参によ
り提出する。 

８ 委託事業の手続 
(1) 担い手確保事業

① 受託希望企業等は、実施団体に対して、別に定める応募申請書及び事業計画書その他
必要な書類を提出する。

② 実施団体は、提出された応募申請書等の内容を審査のうえ、受託企業等を決定した場
合は、県に報告するとともに、選考結果を受託希望企業等に通知する。

③ 決定通知を受けた受託企業等は、委託契約締結後に、県内の公共職業安定所等に求人
申込を行い、紹介を受けた求職者の中から新規雇用者を選定する。

(2) 技術力向上等事業
① 支援希望企業等は、実施団体に応募申請書及び処遇改善計画書その他必要書類を提出す
る。

② 実施団体は、その内容を審査のうえ支援企業等を決定し、その結果を通知するものとす
る。

９ 委託事業の報告 
(1) 業務の進捗状況等の報告

実施団体及び受託企業等（以下「受託者」という。）は、失業者を新たに雇用したときは、 
別に定める新規雇用報告書及び人材育成計画書を作成し、県又は実施団体（以下「委託者」  
という。）に速やかに提出する。 
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(2) 実績の報告
① 受託者は、雇用した新規雇用者について、雇用期間が満了又は退職等で終了した場合、
別に定める雇用台帳及び人材育成報告書を作成し、その他必要書類を添えて委託者に提
出する。

② 受託者は、本委託業務の終了後、委託業務終了届と併せて実績に関する報告書等を作
成し、別に定める日までに委託者に提出する。

委託者においては、受託企業等から提出された実績報告書等を審査のうえ、その報告
  内容及びその他関係書類と併せて、当該事業年度の満了した日から３０日以内に県へ提

出する。 

10 その他 
    事業の実施にあたっては、この実施要領に定めるもののほか、関係法令及び条例並びに雇  
用に関係する規程・規則等の定めによることとし、その他必要な事項は別途定めるものとす 
る。 

附則 
  この要領は、平成２７年 ３月２６日から施行する。 

附則 
  この要領は、平成２７年 ３月２３日から施行する。 
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建設産業担い手確保・育成事業事務処理指針 

１ 目的 
    この指針は、建設産業担い手確保・育成事業実施要領に定めるもののほか事務処理にあたっ
て必要となる事項を定めるものとする。 

２ 事業の要件 
(1) 個別の事業

① 担い手確保事業
ア 未就職者等を新たに雇用（期間雇用であり、１年以内とする。）するとともに、その
雇用した者（以下「新規雇用者」という。）の計画的な人材育成を行うことにより、事
業終了後も正規雇用として継続雇用を目指すものであること

イ 新規雇用を行った場合、雇用者は、新規雇用者に対して職場での実務経験を積むＯＪ
Ｔや職場外で講義等の研修を受講するＯＦＦ－ＪＴなどの方法の組み合わせにより人材
育成を行うこと

ウ 新規雇用者の雇用は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(ｱ) 新規雇用者の勤務日数は月 20日程度、１日８時間勤務とし、フルタイム勤務（研修

を含む。）の常用雇用とすること
(ｲ) 事業に従事する新規雇用者は、必ず公共職業安定所等を通じて募集・採用を行うも

のとし、求人申込を行う際には建設産業担い手確保・育成事業である旨を窓口に申し
出るものとする。（今までの緊急雇用創出事業の従事経験に関わらず、雇用すること
ができる。）

(ｳ) 新規雇用者を新規雇用する際には、次に掲げる書類により、本人が失業者であるこ
との確認を行うとともに、新規雇用した者に関しては、確認した書類の写しを保管す
ること
・ 雇用保険受給資格者証
・ 廃業届（税務署の受付印があるもの）
・ 公共職業安定所の紹介状及び求職受付票
・ 履歴書、職務経歴書
・ その他、失業者であることを証明できるもの

(ｴ) 新規雇用者の住所が、鹿児島県内であることを履歴書その他により確認するものと
する。

エ 人材育成計画書の作成及び研修の実施
(ｱ) 実施団体及び受託企業等（以下「受託者」という。）は、人材育成計画書（様式第

７号）を作成し、これに基づき新規雇用者に研修を行うこと
(ｲ) 人材育成計画書を作成及び変更するときは、実施団体は県へ提出し、受託企業等は

実施団体へ提出すること
(ｳ) 人材育成計画書には、職場での実務経験を積むＯＪＴや職場外で外部講師等の研修

を受講するＯＦＦ－ＪＴの組み合わせによる研修の予定などを記載すること
② 技術力向上等事業
ア 処遇改善に係るアドバイザー（社会保険労務士等）を派遣し、雇用管理等に係る経営
改善指導等を実施

イ 技能・技術講習会等の開催
ウ その他処遇改善につながる効果的なもの

③ 建設業魅力発信事業
ア 新規就業者を確保するための職場見学会、合同企業就職説明会などの取組
イ 教育機関での出前講座、魅力発見交流会等の開催
ウ その他就職促進対策として効果的な取組

(2) 経理の区分について
受託者は、この業務に係る経理を明確に区分するため、賃金等の支払をする前までに、 

専用口座を開設し、県又は実施団体（以下「委託者」という。）に対して、預金口座登録 
申出書（様式第５号）により報告すること 

(3) 関係法令の遵守について
委託事業の実施に当たっては、労働基本法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係 

法令等を遵守すること 

３ 受託企業等 
  ２(1)①の事業を応募できる企業等（以下「受託希望企業等」という。）の要件は、以下のと 
おりとする。 
(1) 鹿児島県内に本店を有し、建設業及び関連する事業を営む者であること
(2) 社会保険、労働保険に加入している事業所であること（適用除外事業所を除く。）
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(3) 県税を滞納していないこと
(4) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項各号に規定する

者に該当しないこと
(5) 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと若しくは経営状

態が著しく不健全である者でないこと
(6) 「鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱」第３条に規定する暴力団排除

措置の対象となる法人等でないこと
(7) 委託業務の実施に関するノウハウを有し、かつ、当該委託業務を円滑に遂行するための必

要な経営基盤を有しているとともに、事業の実施に協力的であること

４ 委託事業の手続 
(1) 担い手確保事業

① 受託希望企業等は、実施団体に、応募申請書（様式第１号）及び事業計画書（様式第
２号）その他必要な書類を提出するものとする。

② 受託希望企業等は、事業計画書を作成する場合は、実施団体の助言を受けるものとす
る。

③ 実施団体は、応募申請書等の内容を審査し、内部で検討する検討委員会において「選
定基準」により受託企業等を選考し、決定した場合は、県に対して報告するものとする

④ 実施団体は、決定した内容を受託企業等に対し選考結果を通知するものとする。
⑤ 採択通知を受けた受託希望企業等は、実施団体に見積書（様式第３号）、見積内訳書（様
式第３号２）及びその他必要な書類を提出するものとする。

⑥ 実施団体は、見積書等の内容を審査の上、適当と認めたときは、委託契約相手方決定
通知を行うものとする。

⑦ 受託希望企業等（以下「受託企業」という。）は、課税（免税）事業者届出書（様式４
号）を提出し、実施団体との委託契約締結後に県内の公共職業安定所等に求人申込を行
うとともに、実施団体に報告するものとする。受託企業等は、紹介を受けた求職者の中
から新規雇用者を選定する。

⑧ 受託企業等は、公共職業安定所等への求人申込により、就業希望者がない場合は、実
施団体に速やかに報告するとともに、継続して公共職業安定所等に求人申込を行うもの
とする。

また、新規雇用者を選定して、雇用を開始した後、事業の終了期間までに離職した場 
合も実施団体に速やかに報告するとともに、新たな求人申込を公共職業安定所等に行う 
ものとする。 

⑨ 委託契約締結後、別に定める期間を経過しても新規雇用を選定できない場合は実施団
体は、受託企業等との委託事業を解除できるものとする。

(2) 技術力向上等事業
① 当該事業のうち、処遇改善に係るアドバイザーの派遣等を希望する企業等（以下「支援
希望企業等」という。）は、実施団体に、応募申請書（様式第１号－２）及び事業計画書
（様式第 15号）及びその他必要な書類を提出するものとする。

② 実施団体は、応募申請書等の内容を審査し、特段の理由がない限り、支援する派遣先
の企業等（以下「支援企業等」という。）を決定し、その結果を通知するものとする。

(3) その他
上記の技術力向上等事業及び建設業魅力発信事業にかかる事業の実施については、若年建

設従事者不足等の状況について、建設関係団体等を中心とする各種協議会等を開催し、建設  
業への若年者及び女性入職者の確保促進等に対する取組を検討のうえ、建設業における問題  
点等解決に向けた事業の企画等を行い、実施するものとする。 

５ 委託事業の選定方法 
  受託希望企業等から送付された応募申請書（様式第１号）等について審査を行い、予算の範
囲内で担い手確保事業は内部で検討する検討委員会で、技術力向上等事業のうち処遇改善に係
る事業は実施団体が選定する。 

    また、必要に応じて、県がヒアリングを実施する。 

６ 委託事業に係る経費 
(1) ２(1)①の実施に必要な経費のうち、建設労働者にかかる新規雇用者１人当たりの人件費

は当該事業実施年度の４月１日現在における公共工事建設労務単価にかかる軽作業員の日
額（消費税及び地方消費税を別に含む。）に当該契約期間における勤務日数を乗じて得た金
額以内とし、当該金額を超える場合は、受託企業が負担するものとする。
委託事業における経費のうち、新規雇用者の人件費割合は、委託費の２分の１以上とする。 

① 新規雇用者の人件費
ア 賃金（自社の給与規定によること）
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人件費の総額のうち、１ヶ月当たりの賃金（給与月額）については、鹿児島県が定め 
た事業実施年度の４月１日現在における公共工事設計労務単価にかかる軽作業員の日額 
単価に１月当たりの勤務日数を乗じて得られた金額の範囲内とする。（消費税及び地方 
消費税を除く。） 

  （社内規定で定められている月内の勤務日数を上限とする。） 
なお、実支給額が上記で求められた額を下回る場合は、実支給額を対象とする。  

イ 社会保険料（保険料、労災保険料等に係る事業主負担分を含む。）
ウ 賞与等、企業等の社内規定において労働者への支給が義務づけられているもの

② 人材育成計画に基づく研修等の経費
ア 研修機関でのＯＦＦ－ＪＴの場合（本人負担相当分）

研修機関の入学料（入学金、登録料）、授業料（講座受講料、実習費、補講費）、教
科書代や教材費、研修機関に通うための交通費、通信制講座の受講に必要な通信費、受  
講に係る宿泊費（泊まり込みの研修）、研修機関より貸与されるパソコン等の器材のレ  
ンタル費等
ただし、受験料や免許登録に係る費用は対象外とする。
なお、公益社団法人鹿児島県労働基準協会等が実施する研修費用のうち、他の法律

等により、給付等を受けられる場合は、関連法令等を優先することとし、助成対象外と 
する。 

イ 受託企業等が自ら行うＯＦＦ－ＪＴの場合
外部講師の派遣にかかる謝金及び旅費、教科書代や教材費、研修に必要な資材に係る

費用等（教材費等については、鹿児島県が定める消耗品の範囲内とする。） 
ただし、謝金の算出においては、県の謝金規定によること 

ウ 受託企業等でのＯＪＴの場合
・既存の従業員が指導に当たる間の当該従業員（役員及び個人事業主を除く。）の賃金
※新規雇用者の指導については、専任の指導者を選任し、当該選任者が指導した時間
の区分に従い、別に定額で支給される範囲において、専任者に支給される金額を対象
とする。

・新規雇用者がＯＪＴで使用する資材に係る費用、ユニフォーム代等
③ 委託契約に係る運営管理費
ア 委託契約に係る事業を遂行する上で必要となる運営管理に係る経費
イ 事業の実施のために新たに雇用する者の人件費（実施団体の給与規程による。）及び
研修または技術等の取得のために必要な人材育成に係る経費

(2) ２(1)②の実施に必要な経費（当該経費について、直接在職者への賃金補填として使用する
ことはできない。）
① 処遇改善に係るアドバイザー（社会保険労務士等）派遣経費
② 技能・技術講習会等の実施経費等

(3) ２(1)③の実施に必要な経費
① 職場見学会、合同企業就職説明会等の実施経費
② 広報費用等

(4) 各事業等にかかる助成率
① 受託企業等が実施する以下の経費については、対象経費の１／２以内とする。
ア 上記６(1)①において算定された人件費の額と実支給額の低い方を対象経費とする。
イ 上記６(1)②に係る経費については、研修等の経費を対象経費とする。

② 上記以外の運営管理費及びその他の取組に係る対象経費について、１０／１０以内とす
る。

７ 契約についての留意点 
(1) 契約の方法

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定により随意契約とする。
(2) 契約保証金

鹿児島県契約規則第 33条第１項第９号の規定により、契約保証金の納付は免除する。
(3) 委託契約額

県は、実施団体に対し、委託事業に要する次の経費を委託費（消費税及び地方消費税相
当額を含む。）として支払うものとする。 
① 委託費の契約は概算契約とし、雇用の状況が変動することに伴う人件費等の変動を適
切に反映できるよう、事業終了後、事業費を清算し確定の上、支払うものとする。

② 委託費の額の確定額は、実支出額と委託費の限度額とのいずれか低い額とする。
(4) 委託事業による収入の取扱

委託事業の実施等により発生した収入がある場合は、得られた収入から委託契約額を上
回る事業費を差し引いた額を返還または控除するものとする。 

(5) 再委託の方法等
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実施団体と受託企業等との間で締結する再委託についても、上記に準じて取り扱うものと  
する。 

８ 業務の進捗状況等の報告 
  業務の進捗状況等の報告は、次のとおりとする。 
(1) 新規雇用報告書の提出

受託者は、２(1)①で募集、雇用した新規雇用者については、新規雇用報告書（様式第６
号）及び人材育成計画書（様式第７号）を作成し、実施団体等に対し速やかに提出すること 

また、追加した新規雇用者があれば、その度に追加分の新規雇用報告書及び人材育成計  
画書を作成し、速やかに実施団体等に提出すること 

(2) その他
受託企業等は、進捗状況について実施団体等がその報告を求める場合には、随時報告す

るとともに、必要とする情報及び資料を実施団体等に提供するとともに事業に協力するも  
のとする。 

９ 受託企業等の実績報告 
(1) 実績の報告

① 雇用台帳及び人材育成報告書の作成・提出
雇用した新規雇用者について、期間満了・退職・解雇等で雇用期間が終了した場合は、

人材育成報告書（様式第８号）及び離職報告書（様式第１７号）を作成し、速やかにそ 
の他必要な書類を添えて実施団体に提出すること 

② 委託業務終了届の提出
本委託業務の終了後、委託業務終了届（様式第９号）と併せて実績報告書（様式第 10

号）を作成し、受託企業等は、別に定める日までに実施団体に提出すること。 
 実施団体においては、受託企業等から提出された実績報告書等を審査のうえ、その報  
告内容及び関係書類をとりまとめのうえ、別に定める日までに実施団体に提出すること。 

③ 新規雇用者に関する資料の提出
出勤及び給与支給を確認できる書類の写しを、上記９(1)②の委託業務終了届と併せて

実施団体に提出すること 
④ 収支報告書の提出

上記「６委託事業に係る経費」に該当する経費について、収支報告書（様式第 11号）
を作成し、上記９(1)②の委託業務終了届と併せて実施団体に提出すること 

⑤ 検査
実施団体は、委託業務の完了を確認する検査時に、次の資料を確認すること

ア 上記「２業務の要件」(1)で実施した研修のテキスト等
イ 事業費に関する支出の分かる資料（領収書、帳簿等）
ウ その他委託業務の実施に係る資料（委託者が提出を求めた資料を含む。）

⑥ 処遇改善報告の提出
処遇改善にかかる処遇改善のためのアドバイザー等の派遣を受けた支援企業等は、速や

かに支援の内容をまとめて、業務報告書（様式第 16号）を実施団体に報告するものとする。 
 実施団体は、支援企業等から提出された事業報告書（様式第 16号の２）の支援内容を 
審査のうえ、とりまとめた結果を関係書類と併せて県に提出すること。 

⑦ 委託金の支払い
実施団体は、委託業務の完了検査後に、委託契約による請求書（様式第 13号）による

適正な請求を受けた場合は、委託契約に基づき、委託費の支払いを行うものとする。 
また、実施団体が必要と認める時は、概算払いによる請求をすることができる。 

 実施団体は、委託企業等から概算払請求書（様式第 14号）により、請求がなされたと 
きは、内容を審査のうえ、予算の範囲内で必要な額を支払うものとする。 

10 契約の解除等 
  実施団体等が次の各号の一に該当する場合には、契約を解除し、委託料を支払わず、若しく
は支払った委託料の一部又は全部を返還させることができるものとする。 

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行が不完全なとき
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき
(3) 契約の履行に当たり委託者の指導に従わないとき又はその職務の遂行を妨げたとき
(4) 当該事業実施年度中に当該委託契約で定める期間内に新規雇用者の雇用が生じなかった

とき、または新規雇用者に県内居住者がいないとき。
(5) 新規雇用者又は既雇用者が暴力団員等と認められるとき
(6) 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方が、「鹿児島県が行う契約

からの暴力団排除措置に関する要綱」第３条に規定する暴力団排除措置の対象となる法人
等に該当するとき（ただし、そのことを知らずに契約し、委託者からの求めに応じ契約を
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解除した場合を除く。） 
(7) 故意又は重大な過失により委託者に損害を与えたとき
(8) 労働基準法等及び関係法令等に違反する事象が認められるとき
(9) その他、県が別に定める要綱・要領等に定める事項に違反したとき

11  特記事項 
(1) 秘密の保持等

実施団体は、業務の処理上、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(2) 個人情報の保護

実施団体は、業務の処理上、知り得た秘密が個人情報であるときは、別添「個人情報取扱
特記事項」に従い、その取扱を適正に行わなければならない。 

(3) 権利義務の譲渡等の禁止
実施団体は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。 
(4) 再委託の禁止

実施団体は、委託者の承諾なし（担い手確保事業にかかる雇用者の雇用を除く。）に、業
務の処理を一括して他に委託してはならない。 

(5) 損害のために必要を生じた経費の負担
業務の処理に関し発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために

必要を生じた経費は、実施団体が負担する。 
(6) 本業務の経理の別について

この業務に係る経費を明らかにするために、経理事務は他の業務と明確に区分して、業
務専用の通帳により経理を管理すること。 
また、新規雇用者に対する賃金の支払は、必ず当該通帳からの口座振替払とすること。 

(7) 関係書類等の整備
この業務に係る会計帳簿及び証拠書類を整備するものとし、本委託業務が終了した日の

属する会計年度の終了後５年間、これを保存しておかなければならない。 
(8) 裁判管轄について

この業務から生ずる一切の法律上の訴訟については、委託者の所在地を管轄する裁判所
をもって管轄裁判所とする。 
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【担い手確保事業】

提 出 書 類 備 考
ﾁｪｯｸ
欄

①応募申請書（様式第１号） □
②事業計画書（様式第２号） □

― 県へ再委託報告の提出 □
①見積書（様式第３号） □
②見積内訳書（様式第３号２） □
③課税（免税）事業者届出書（様式第４号） □

新規雇用者の募集 ― ハローワークを通じて募集 □
①預金口座登録申出書（様式第５号） □
②新規雇用報告書（様式第６号） □
③人材育成計画書（様式第７号） □
④雇用台帳（様式第１２号） □
⑤雇用契約書（写しの添付） □
①人材育成報告書（様式第８号） 原本提出 □
②収支報告書(様式第１１号別紙) □
①離職報告書(様式第１７号) □
②離職状況の確認書類（写しの添付） □

概算払いの請求 ①概算払請求書（様式第１４号） 必要時 □
①委託業務終了届（様式第９号） □
②求人状況に係る報告書（様式第９号２） □
③実績報告書（様式第１０号） □
④収支報告書（様式第１１号） □
⑤研修実績報告書(様式第１８号) □

完了検査後 請求書の提出 ①請求書（様式第１３号） □

【技術力向上等事業】

提 出 書 類 備 考
ﾁｪｯｸ
欄

支援依頼
①技術力向上等事業応募申請書

（様式第１号－２） □

支援依頼 ①技術力向上等事業計画書（様式第１５号） □
支援予定企業決定 ― 採否の決定通知 □

①技術力向上等事業業務報告書（様式第１６号） □
②技術力向上等事業報告書（様式第１６号２） □

委託契約締結

新規雇用者の雇用

実績報告書等の提出

支
援

建設産業担い手確保・育成事業に係る提出書類（様式）

募
集
･
選
考
･
契
約

契
約
締
結
以
降

受託希望企業募集

受託予定企業決定

手 続

契約締結後

新規雇用者の雇用期間が
満了･退職･解雇等で

終了した場合

委託業務中

新規雇用者の研修

委託業務終了後

　技術力向上等事業報告書の内容を証する書類（※）は，支援の完了した年度の終了後，５年間保存して下さい。
　（※）支援事業内容，処遇改善実績等を確認できる書類。

支援開始前

　実績報告書等の内容を証する書類（※）は，委託業務の完了した年度の終了後，５年間保存して下さい。
　（※）委託業務の経理，新規雇用の失業者の雇用，就業状況等を確認できる書類。

　（例）
● 出納簿，出金伝票，領収書綴り
● 雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届の写し
● 健康保険･厚生年金保険被保険者資格取得届及び健康保険･厚生年金保険被保険者資格喪失届の写し
● 労働者名簿，出勤簿，勤務日報及び賃金台帳
● 新たに雇用した労働者と締結した雇用契約書

手 続

技術力向上等事業報告書
の提出

支援終了後
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年 月 日

会長 川畑　俊彦  殿

１ 事業計画書（様式第２号）

〒

Ｅメール

(建設業協会←受託希望企業)

担当者職氏名

電話

FAX

（企業側連絡先）

所在地

所属名

代表者職氏名 印

建設産業担い手確保・育成事業

担い手確保事業　応募申請書

　　建設産業担い手確保・育成事業応募申請書を，以下の書類を添えて応募します。

（様式第１号）
平成

一般社団法人　鹿児島県建設業協会

所在地

名　称
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年 月 日

 会長　 　川畑　俊彦  殿

１．建設産業担い手確保・育成事業(技術力向上等事業)計画書 （様式第１５号）

〒

（様式第１号－２）
平成

一般社団法人　鹿児島県建設業協会

所在地

名　称

代表者職氏名 印

建設産業担い手確保・育成事業

技術力向上等事業応募申請書

　建設産業担い手確保・育成事業にかかる技術力向上等事業提案応募申請書を，以下の書

類を添えて応募します。

（企業側連絡先）

所在地

所属名

Ｅメール

(建設業協会←受託希望企業)

担当者職氏名

電話

FAX
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１　企業等の概要

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

OJT

OFF
-JT

許可番号

従業員数
人

当事業所全体

(役員含む)
人

うち正規

資格等の名称

・従業員数等は，申請日現在とする。

従業員数

技能・労務者等
の配置状況

※２

社会保険加入状況
（加入団体名）

主たる事業等

役員数

加入団体（組織）

（建設業関係）

人
技術系

うち非正規

人
事務系

従業員数 従業員数

事務系

人

人

従業員数

従業員数

（内訳）
従業員数

技術系

人

（うち重複資格者）

事業計画書（建設産業担い手確保・育成事業）

事業番号

雇用予定者に対して実施する研修予定内容を記載してください。
研修予定については，資格取得等の技術向上に繋がる具体的な内容を記載してください。
複数の研修等を実施する場合は，それぞれ記載してください。

２　人材育成の内容（OJT（現場での仕事を通じた訓練）の内容も含む。）

人

実施予定月(期間)

（様式第２号）

企業名

※1 正規従業員数には、常勤・フルタイムで雇用期間の定めのない労働契約を締結している従業員（取締役等の役員
を除く。　）の数を記載してください。

（うち役員等）

事業目標

※2 資格等の欄については，事業所内における新たに雇用する予定者の職種に関連する人材育成を行うために指導等
を行える技術者等の資格等を記載してください。（不足する場合は別紙を添付してください。）

概要 費用研修内容・目的
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３　雇用予定者の人数・職種・雇用期間

人

人 人

人 人

人 人

Ｈ 年 月 日 ～ 年 月 日 （

４　委託（雇用）期間終了後の雇用予定者の処遇（予定）

Ｈ 年 月頃

５　経費内訳書

6 　月分

7 　月分

8 　月分

9 　月分

10　月分

11　月分

12　月分

1 　月分

2 　月分

日

新規雇用者の人件費要件（５０％以上）

円

円

①人件費（支払額） ②人件費
(消費税込)
①合計×1.08

非課税

通勤手当
③

法定
福利費

賞与等

（締め日：

④研修費
(消費税

込)

日）

計

支払日

基本給

正社員への予定

平成28年
度

諸手当

※ 職種については，技能職種一覧または，建設業許可の専任技術者資格区分等を具体的に記載
してください。

雇用期間（予定）

⑤計

採用希望人数

⑥／⑤
人件費の割合（％）

※ 月分については，ハローワークへの募集による雇用を開始(予定)する月から記入してください。

⑥（②+③人件費（消費税込み）)

⑤計(事業委託費合計)

備　考

（予定）

か月）

職種
（具体的に記載）
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（様式第３号）

上記のとおり見積りします。

平成　　年　　月　　日

契約担当者

住所

氏名 印

注　見積金額は，見積もった契約金額の 108分の 100に相当する金額を記載するものとする。

上記見積金額の 100分の 108に相当する金額で随意契約の相手方
決定通知

　　平成　　年　　月　　日

見　　積　　書

建設産業担い手確保・育成事業
（担い手確保事業）業務委託見積事項

一般社団法人　鹿児島県建設業協会
会　長　　川畑　俊彦　殿

一金　 円也
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6

7

8

9

10

11

12

1

2

新規雇用失業者の人件費要件（５０％以上）

円

円

消費税相当額

合計（小計＋消費税相当額）

月分

研修費用 研修指導費

（様式第３号２）

事業番号

②研修費

見　積　内　訳　書

平成27年度

人件費（支払額）
①人件費

（左の合計）
③計 備　考

基本給 諸手当
法定

福利費
賞与等

月分

月分

月分

月分

月分

月分

月分

月分

支払計

契約予定額(⑤の1/2)

⑤

⑥ 人件費合計

④

⑦ 小　計(④)

企業名

人件費の割合（％）

見積予定額(④の1/2)

※ 合計額は、すでに提出した事業計画書の積算額(平成28年度分)以内としてください。
※ 消費税相当額の１円未満の端数は，切り捨ててください。
※ 消費税相当額を含まない金額が、見積金額となります。

通勤手当
(支払額)

　　小　　計(税抜）

⑥/⑦
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（様式第４号）

（住所）

（法人名）

（職・氏名） 印

自　　平成　　年　　月　　日

至　　平成　　年　　月　　日

課　税　（　免　税　）　事　業　者　届　出　書

平成　　年　　月　　日

一般社団法人　鹿児島県建設業協会
会　長　　川畑　俊彦　殿

　下記の期間については，消費税法第９条第１項本文及び地方税法第７２条の７８の
規定による課税事業者（免税事業者）であるのでその旨届け出ます。

記

課税期間
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（様式第５号）

平成　　年　　月　　日

住所

申出者 印

　下記のとおり当該事業専用口座として申し出ます。

※ やむを得ず預金口座を変更・取消する場合は、あらかじめ県の担当者に相談してください。

1

〒

都道 市 町

府県 郡 村

銀行

（ ） 支店

１．普通（総合）預金

２．当座預金 ※貯蓄預金は不可

※ 支払先として指定できる金融機関について

振替先の指定は県内、県外を問わずできますが、外国銀行及び漁業協同組合の一部はできません。

※ 本申請書を提出する際は、口座名義等が確認できる部分の通帳の写しを添付すること。

※ この預金口座は、委託費及び一時金の支払いが完了するまで解約しないでください。

連絡欄

口座名義人
（カタカナ
で記入）

5

4 支払い方法

金融機関名

預金口座登録申出書（建設産業担い手確保・育成事業）

名称：法人にあっては法人名のみ記入し、法人以外の団体・組合または屋号を有するものにあっては、その名
称及び代表するものの肩書きと氏名を記入してください。

※ なるべくゴム印を使用し、法人にあっては法人の名称と代表者肩書・氏名及び代表者の職印を必ず記名押
印してください。

※ １～５までの項目をすべて記入してください。

預金種別

（フリガナ）

名　称

金融機関コード

2

会　長 川畑　俊彦　殿

口座番号

　口座振替払

（フリガナ）

住　所

メールアドレス ＠3

　一般社団法人　鹿児島県建設業協会

事業番号

電話番号

支店コード
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（
様

式
第

６
号

）

委
託

者
　

　
一

般
社

団
法

人
　

鹿
児

島
県

建
設

業
協

会

 
 
会

　
長

　
　

川
畑

　
俊

彦
　

　
殿

受
託

者
の

所
在

地
・

名
称

代
表

者
職

氏
名

印

雇
用

者
氏

名
　

(
年

齢
)

雇
用

者
の

住
所

募
集

方
法

失
業

者
で

あ
る

旨
の

確
認

方
法

契
約

期
間

就
業

の
場

所
従

事
す

る
業

務
基

本
賃

金
雇

用
者

の
確

認
印

～ ～ ～ ～ ～

※
年

齢
は

，
雇

用
し

た
日

の
満

年
齢

を
記

入
す

る
。

　
建

設
産

業
担

い
手

確
保

・
育

成
事

業
(
担

い
手

確
保

事
業

）
の

委
託

に
関

し
て

，
下

記
の

労
働

者
を

新
た

に
雇

用
し

た
こ

と
を

報
告

し
ま

す
。

新
　

　
規

　
　

雇
　

　
用

　
　

報
　

　
告

　
　

書

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
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（
様
式
第
７
号
）

学
・

技

学
・

技

学
・

技

学
・

技

学
・

技

O F F ‐ J T

人
材
育
成
の
目
標
・
考
え
方

※
業

務
目

標
，

習
得

す
る

知
識

や
技

能
・

資
格

等

人
材
育
成
体
制

仕
事
に
関
す
る
知
識

勤
務
条
件
等
に
関
す
る
知
識

社
員
と
し
て
の
基
本
的
知
識

人
材

育
成

計
画

書
（

建
設

産
業

担
い

手
確

保
・

育
成

事
業

）

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

研
修
機
関
ま
た
は

指
導
者
の
職
・
氏
名

企
業
名

雇
用
期

間

※
研
修
の
概
要
（
時
間
，
実
施
時
期
，
費
用

等
）
が
確
認
で
き
る
書
類
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
開
催
案
内
文
書
の
写
し

等
）

が
あ

る
場

合
は

，
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

研
修
名

O J T

組
織
・
職
場
・
仕
事
に
関
す
る
知
識

座
学
・
現
場
実
地
研
修

雇
用
者

氏
名

新
規
雇
用
者
の
業
務
内
容

選
任
指
導
者
　
職
・
氏
名

研
修

内
容

・
実

施
方

法
等

責
任
者
 職

・
氏
名

指
導

者
 職

・氏
名
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（
様

式
第

８
号

）

確
認

欄
（

自
署

）
※
押
印
不
可

※
本

書
は

、
一
月
ご
と
に
作
成
す
る
。

※
毎

月
の

執
行
状
況
報
告
の
際
に
，
原
本
を

提
出

す
る

。
(
翌

月
５

日
ま

で
に

提
出

)

OF
F-
JT

(外
部

研
修

等
）

雇
用

者
鹿
児
島
　
一
郎

人
材

育
成

責
任

者
主
任

指
導
者

担
当

業
務

（
実

務
）

OJ
T

(職
場

内
研

修
）

今
月

の
実

施
内

容
・
成
果
等
（
実
務
や
研
修
で
得

ら
れ

た
知

識
・

技
術

・
経

験
、

取
得

し
た

資
格

等
の

内
容

や
感
想
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

区
分

雇
用

者
記

載
欄

人
材
育
成
責
任
者
・
主
任
指
導
者
コ
メ
ン
ト

実
施
内
容
・
実

施
日

等
得

ら
れ

た
成

果
・

感
想

事
業
番
号

雇
用

期
間

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
～
平
成
　
 
年
 
　
月
　
 
日

人
材

育
成

報
告

書
　

(
平

成
年

　
　

月
分

)

氏
名

企
業

名
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（様式第９号）

 一般社団法人　鹿児島県建設業協会

　　会　長　　　川畑　俊彦　  殿

（住所）

（法人名）

（職・氏名） 印

１　委託業務名 建設産業担い手確保・育成事業 事業番号：

２　委託期間 平成　　年　　月　　日～平成  年　  月 　日

３　業務委託料 一金 円

平成　　年　　月　　日

委　託　業　務　終　了　届

　平成　　年　　月　　日に締結した建設産業担い手確保・育成事業を終了しましたの
で，業務委託契約書第４条の規定により報告します。

記
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(様式第９号2)

企業名：

事業番号

１．求人状況（ハローワークへの登録年月日）

平成　　年　　月　　日（雇用予定期間：～　　月　　日まで：求人登録)

２．会社パンフレットの有無 有　・ 無

（会社概要・パンフレットを同封してください。）

３．会社ホームページの有無 有　・ 無

４．求人情報の掲載（ＨＰ）の有無 有　・ 無

５．他の求人広告掲載の有無 有　・ 無

求人広告をした場合（具体的に）

６．求職者の状況（応募・面接） 有　・ 無

・応募者の状況 名

・面接者の状況 名

７．建設産業担い手確保・育成事業に対する要望・意見

８．今後の建設業における人材確保に対する意見等

求人状況に係る報告書
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（
様

式
第

１
０

号
）

　
　

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

委
託

者
　

　
一

般
社

団
法

人
　

鹿
児

島
県

建
設

業
協

会
会

　
長

　
　

川
畑

　
俊

彦
　

　
殿

受
託

者
の

所
在

地
・

名
称

　
　

代
表

者
　

職
・

氏
名

印

　
事

業
受

託
期

間
（

平
成

2
8
年

　
月

　
日

～
平

成
 
2
9
 
年

 
3
 
月

 
3
1
 
日

）
　

総
事

業
費

 
 
(

)
円

総
人

件
費

（
）

円
　

総
人

件
費

の
う

ち
新

規
雇

用
の

失
業

者
に

係
る

人
件

費
（

）
円

支
給

終
了

者
自

営
業

廃
業

者
そ

の
他

(
正

規
雇

用
年

月
日

)

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

（
注

）
１

　
事

業
に

従
事

し
た

全
労

働
者

名
，

う
ち

新
規

雇
用

の
失

業
者

の
雇

用
期

間
・

住
所

欄
以

外
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
欄

に
○

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

２
　

支
給

終
了

者
欄

は
，

雇
用

保
険

の
失

業
給

付
の

所
定

給
付

日
数

分
の

給
付

を
全

て
受

給
済

み
で

あ
る

者
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

３
　

当
該

事
業

に
お

い
て

、
正

社
員

と
し

て
正

規
雇

用
を

し
た

場
合

は
、

正
規

雇
用

年
月

日
を

（
予

定
日

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

実
　

　
績

　
　

報
　

　
告

　
　

書

新
規

雇
用

の
失

業
者

の
う

ち
正

式
雇

用
し

た
者

新
規

雇
用

の
失

業
者

の
内

訳
う

ち
新

規
雇

用
の

失
業

者
事

業
に

従
事

し
た

全
労

働
者

名
雇

用
期

間

　
建

設
産

業
担

い
手

確
保

・
育

成
事

業
の

委
託

に
関

し
て

，
下

記
の

と
お

り
実

績
を

報
告

し
ま

す
。

住
所
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（様式第１１号）

企業名

事業番号

委託契約に
係る分

委託契約に
関連する分

計

賃金等(賞与含む)

出勤手当等

通勤手当(税込)
Ａ

通勤手当(税込)
　Ａの消費税額

法定福利費 （事業主負担）

研修費(ユニフォーム

等・OFF‐JT)　(税込)
Ｂ
研修費(ユニフォーム

等・OFF‐JT)Ｂの消費税
額

研修指導費(ＯＪＴ)

※ 税込みの総事業費⑤のうち，新規雇用者の税込み人件費の占める割合：人件費割合（①÷⑤）が50%以上である必要が
あります。
※ 収入(A)の委託料の額は，合計⑤の額と同額を記載し，事業収入を引いた額が事業に係る経費となります。
※ 消費税額の１円未満の端数は，切り捨ててください。

小計（税抜き額）
③＝（①＋②）

消費税額
④＝③×0.08

合　　計
⑤（③＋④）

⑥収益（A-⑤)

人件費①×1.08

人件費割合
（①÷③）

精算額×0.5

計　

精算額（⑤－⑥）

小計(消費税抜き額)
　①

人件費
以外の
経費

小計(消費税抜き額)
　②

事
業
費
支
出
(B)

新規雇
用者の
人件費

事
業
費
(A)

総事業費

事
業
収
入

収　　支　　報　　告　　書

項目
金額

摘要
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（
様
式
第
1
1
号
別
紙
）

氏
　
名
　
：　

標
準
報
酬
額

合
計

賃
金

出
勤
(精
勤
・

皆
勤
)手
当

通
勤
手
当

（
税
込
み
）

手
当
計

賃
金
計

健
康

保
険
料

厚
生
年
金

保
険
料

子
ど
も
・子

育
て
拠
出
金

雇
用
保
険

労
災
保
険

法
定
福
利
費

計
研
修
費
用
等

(税
込
み
)

研
修
指
導
費

研
修
費
計

月
計

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

賞
与

事
業
番
号 研
修
費

建
設
産
業
担
い
手
確
保
・育

成
事
業
　
経
費
集
計
表

月
分

賃
金
等

社
会
保
険
料
（
事
業
主
負
担
分
）

企
業
名
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（様式第１２号）

１　新規雇用者

□ □

□ 離職者 年 月 日

□ □ □ □

□ □ □ □

年 月 日

２　給与

日 日

□ 有 □ 無 月 月 日

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

３　勤務条件

時 分 ～ 時 分 （ 時間/日）

時間

１　離職状況を確認した書類の写しを添付すること。
２　雇用に伴う，求人関係書類書類の写しを添付すること。
３　雇用契約書の写しを添付すること。

小計

就業時間

その他

休日

◆標準報酬月額

一週間当たりの勤務時間

雇用期間の合計見込額

 手当

通勤手当

諸
手
当

 手当

（離職した日）

正社員 契約社員

毎月

被災求職者自営業廃業者

障害者

→離職前の状況

給与支払日

□男 □女

学卒未就職者

毎月

雇用台帳（建設産業担い手確保・育成事業）

年齢

派遣社員

氏名 右記以外

支払日

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ

その他

（卒業日または廃業日等）

賞与 賞与支給月

基本給

給与締切日

企業名

事業番号

離職者等の区分

区　　分 月額
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年 月 日

　請求額 金 円

円

円

円

円

（振込先）

□ 普通預金 □ 当座預金 □その他

印

 一般社団法人　鹿児島県建設業協会

事業番号

交 付 確 定 額

前回までの交付額

今 回 請 求 額

返 納 額

（様式第１３号）
平成

所在地

代表者職氏名

名　称

口座番号

預金種別

平成　年　月　日付けで委託契約を締結した建設産業担い手確保・育成事業について、

下記のとおり委託費を請求します。

建設産業担い手確保・育成事業委託費 請求書

金融機関名

　　会　長　　　川畑　俊彦　  殿

口座名義人

（カナ）

銀行 支店
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年 月 日

 一般社団法人　鹿児島県建設業協会

会　長　　川畑　俊彦　　殿

（平成 年度 第 回 ）

１　委託費の限度額 金 円

２　概算払受領済額 金 円

３　今回請求額 金 円

４　残額 金 円

（振込先）

□ 普通預金 □ 当座預金 □その他

口座番号

口座名義人

（カナ）

金融機関名 銀行

預金種別

建設産業担い手確保・育成事業委託費 概算払請求書

印

名　称

代表者職氏名

（様式第１４号）
平成

所在地

支店

　平成　　年　　月　　日付けで委託契約を締結した建設産業担い手確保・育成事業に

ついて、下記のとおり委託費の概算払を請求します。

記
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（
様
式
第
１
５
号
）

宣
言
者
職
氏
名
　
：
　

印

宣
　
言
　
事
　
項

平
成
　
年
　
月
　
日
～
平
成
29
年
3月

32
日
の
期
間

平
成
　
年
　
月
　
日
～
平
成
29
年
3月

33
日
の
期
間

平
成
　
年
　
月
　
日
～
平
成
29
年
3月

34
日
の
期
間

事
業
目
標

事
業
期
間

平
成
　
年
　
月
　
日
～
平
成
　
年
　
月
　
日
の
期
間

事
業
内
容

内
容

支
　
援
　
期
　
間

平
成
　
年
　
月
　
日
～
平
成
29
年
3月

31
日
の
期
間

建
設
産
業
担
い
手
確
保
・
育
成
事
業
(
技
術
力
向
上
等
事
業
)
計
画
書

企
業
名

事
業
番
号
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（
様
式
第
１
６
号
2）

確
認
者
職
氏
名
　
：
　

印

事
業
内
容

（
実
績
）

宣
　
言
　
事
　
項

企
業
名 事
業
目
標

支
　
援
　
期
　
間

建
設
産
業
担
い
手
確
保
・
育
成
事
業
(
技
術
力
向
上
等
事
業
)
報
告
書

内
　
　
　
　
　
容

事
業
期
間

宣
言
事
項
に
関
す
る
処
遇
改
善
実
績

事
業
番
号
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(様式第１７号)

平成　　年　　月　　日

一般社団法人鹿児島県建設業協会

　　会　長　　川　畑　　俊　彦　殿

住　　　　所

名　　　　称

代表者職氏名

添付書類

1.退職願（届）写

2雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）写　離職等年月日確認のため

3.離職月の人材育成報告書（様式第8号）の下部余白欄に、退職願（届）受理日、退職日記載

4.出勤簿、勤務記録日誌に退職日記録する。

記

建設産業担い手確保・育成事業（担い手確保事業）離職報告書

　建設産業担い手確保・育成事業における新規雇用者が、下記のとおり離職しましたので
報告します。

フ リ ガ ナ
性別

新 規 雇 用 者 氏 名

離 職 の 理 由

生 年 月 日 昭和・平成　　年　　月　　日生まれ（　　　歳）

期 間 雇 用 の 時 期

平成　　年　　月　　日

～

平成　　年　　月　　日

㊞ 
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日

日 曜日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
※委託料から人件費を支給する全ての労働者について、個別に作成すること。
※毎月の報告の際に提出する。
※記入欄が足りない場合は枠を広げて記入してください。

業務内容・現場名

平成28年度　建設産業担い手確保・育成事業(雇用型）活動報告書

平成　　年　　月分 事業所名

研修生氏名 ㊞　 勤務日数
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勤　　務　　記　　録　　日　　誌

決
裁

社
長

専
務

部
長

次
長

係
長

係

勤務者

(注） 　休暇等については、「業務内容」欄に時間等を記入すること。

決
裁

社
長

専
務

部
長

次
長

係
長

係

勤務者

(注） 　休暇等については、「業務内容」欄に時間等を記入すること。

指導者コメント

そ
の
他

連絡事項・指示事項

～

本人の感想

OFF
-JT

研修内容 研修機関 研 修 時 間

区
　
　
分

業　務　内　容

OJT

研修内容 指 導 者 及 び 研 修 時 間
指導者氏名 研 修 時 間

～

本人の感想

指導者コメント

そ
の
他

連絡事項・指示事項

平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　　） 　　㊞　　

OFF
-JT

研修内容 研修機関 研 修 時 間

～

平成　　　　年　　　　月　　　　日（　　　） 　　㊞　　

区
　
　
分

業　務　内　容

OJT

研修内容 指 導 者 及 び 研 修 時 間
指導者氏名 研 修 時 間

～
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出　勤　簿　(平成　　年　　月)　 氏名 印

日付
(曜日)

研修場所 研修内容
研修
時間

本人
印

研修
残業
時間

主任
指導者
印

日付
(曜日)

研修場所
研修
時間

本人
印

研修
残業
時間

主任
指導者
印

1
(　　)

～ 16
(　　)

～

2
(　　)

～ 17
(　　)

～

3
(　　)

～ 18
(　　)

～

4
(　　)

～ 19
(　　)

～

5
(　　)

～ 20
(　　)

～

6
(　　)

～ 21
(　　)

～

7
(　　)

～ 22
(　　)

～

8
(　　)

～ 23
(　　)

～

9
(　　)

～ 24
(　　)

～

10
(　　)

～ 25
(　　)

～

11
(　　)

～ 26
(　　)

～

12
(　　)

～ 27
(　　)

～

13
(　　)

～ 28
(　　)

～

14
(　　)

～ 29
(　　)

～

15
(　　)

～ 30
(　　)

～

31
(　　)

～

出勤日数　　　　（　　　　　日）

研修残業日数　（　　　　　日）

ＯＦＦ－ＪＴ　(外部研修)

研修内容
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記入日：平成　　年　　月　　日　　

※下記の通り平成　　年　　月　　日付をもって(退職・退職予定)者がありました

　　　　　　　　ので報告致します。

所属 年齢 才

勤続

印又はサイン

・前借り金　 　　( 有 ・ 無 ) 円 ・立替金　　　( 有 ・ 無 )

・借入金             ( 有 ・ 無 ) 円 返却期間 年　　    月

・前月までの給料受け取り方法   ( 現金 ・ 銀行振込み )

・社会保険（ 加入 ・ 未加入 ） ・保険証（返却済・未返却）返却予定日　　月　　日

・離職票（必要・不要）　必ず本人へ確認の上、必要な場合は10日以内に届け必要

注　意 ※連絡先未記入の場合は離職票を必要としないものとして処理します。

住所 〒 TEL

・ヘルメット（返却・未返却） ・安全帯（返却・未返却）

・その他  （

社長 専務 常務 部長 人事 経理 所属長 事務担当

会社貸与分

退職理由(本人記入)

退職者連絡票(例）

株式会社

　年　　　　か月年　　月　　日

退職後の連絡先

退職者氏名

入社年月日

所属長所見

未精算事項
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年　　　月　　　日

　　　

一般社団法人　鹿児島県建設業協会

住所

法人名

職・氏名　　　　　　　　                      　　印

1.事業番号　　　　　　　　　　　　

（旧代表者名）

（新代表者名）

代表者変更届

会長　川畑　俊彦　殿

下記のとおり、当社の代表者が変更となりましたので届出ます。

記

平成　　年　　月　　日2.変更が生じた日　　　　　　　　　

3.変更理由

4.新旧代表者名
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